
令和８年度

ひなたの文化活動推進事業

応募要項

応募書類の提出先

提出期限

お問い合わせ

住所：〒８８０－０８０３ 宮崎市旭１丁目２番２号 宮崎県企業局２階

      公益財団法人宮崎県芸術文化協会

メールアドレス：info@miyazakigeibun.jp
  

  持参、郵送、メールいずれかでお願いします。郵送の場合は封筒の表に朱書きで、

メールの場合は件名に「ひなたの文化活動推進事業補助金申請書」と記載してください。

令和８年５月２９日（金）必着 ＊持参の場合は当日午後５時まで

※提出前にアーツカウンシルみやざきにて事前相談を受けていただくことが必須条件です

（公財）宮崎県芸術文化協会 アーツカウンシルみやざき
【電 話】 ０９８５－３８－１１５０ 【ＦＡＸ】 ０９８５－３１－２７８２

【メール】 info@miyazakigeibun.jp

【対 応】 平日８：３０～１７：００（土・日・祝 休み）

※「ひなたの文化活動推進事業」は、令和８年度宮崎県「広げよう文化の輪推進事業補助金」
を財源とする事業です
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助成の流れ

4月13日(月)

募集開始
事前相談開始

6月8日(月)～6月12日(金)

審査

6月15日(月)

採択団体決定

６月下旬～7月上旬
キックオフミーティング

開催

7月1日(火)～2月28日(土)

事業実施期間

事業終了後１ヶ月以内
または

令和9年3月12日(金)
のいずれか早い日まで

実績報告書提出

実績報告書提出後

請求書提出

請求書受理後

補助金支払い

  4月23日(木)13:30～
 4月24日(金)19:00～

オンライン説明会
         ※要予約

4月13日(月)～5月26日(火)

事前相談期間
事前相談会

5月18日(月)都城市
5月19日(火)延岡市

5月29日(水)

申請締め切り

事業実施前 事業実施後
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Ⅰ 趣旨・目的

文化団体等が企画・運営する文化の裾野の拡大に資する取組や、文化と多様な分野が連携し

た取組を支援し、県内の文化活動の活性化を図るとともに、「国文祭・芸文祭みやざき2020」

の成果を将来に伝承することを目的とします。

【公益財団法人宮崎県芸術文化協会】

公益財団法人宮崎県芸術文化協会は、県内の文化団体によって構成される県内唯一の統合的

文化団体です。県民の文化活動を奨励、援助するとともに、各種芸術文化事業を実施すること

により、本県文化の振興に寄与することを目的としています。
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【アーツカウンシルみやざき】

アーツカウンシルみやざきは、県内の芸術文化の振興と発展のため、令和元年６月に公

益財団法人宮崎県芸術文化協会内に設置された組織です。

文化芸術の専門家を配置し、助成事業、相談対応、人材育成、普及活動等を通じた本県

の芸術文化活動の振興、支援を行っております。

Ⅱ 補助概要

次に掲げる事項の全てを満たす団体等（団体及び個人）を補助対象とします。

① 県内に所在地又は活動の拠点を有すること

② 県税に未納がないこと

③ 定款又は規約を有し、代表者又は責任者が明確で、団体として独立した経理を行うことが

できること（個人の場合を除く）

④ 一定の活動実績等があり、かつ事業を完遂できる見込みがあること

⑤ 政治活動又は宗教活動を目的としないこと

⑥ 団体等並びに団体の代表者及び役員（任意団体にあっては代表者及び役員に準ずる職務を

担う者をいう。）が、暴力団及び暴力団員と密接な関係を有していないこと

⑦ 特定公職者（候補者を含む。）、政党を推薦し、支持し、又は反対することを目的としな

いこと

１ 補助対象団体等



令和８年７月１日から令和９年２月２８日まで

・交付決定は、令和８年６月１５日頃を予定しております。

・補助金の交付決定前に支出した経費は補助の対象となりませんので御注意ください。

・本補助金の交付を前提とした事業着手はしないでください。

３ 事業の実施期間

⑵ 本県の文化の裾野の拡大に資する取組であること

⑶ 新規性・創造性のある取組であること

⑷ 補助終了後も継続的に実施できる見込みのある事業であること

⑸ この補助金以外の財源の確保が確実にできる見込みがあること

⑹ 個人、団体または文化教室等の単なるコンサート、発表会、講演会等でないこと

⑺ 寄付や営利（文化を活かした観光ルートの開発等、補助事業終了後の経済的自立を目

指すものを除く）を目的とするものでないこと

⑻ 申請する事業に対して県の他の補助金、助成金等の交付を受けていないこと

⑼ 申請前に、アーツカウンシルみやざきの事前相談を受けていること

ア 文化の享受者の拡大に資する取組

・ファンやコミュニティを超え、広く県民の参加が見込める取組

・県外や世界に向けて発信することを狙った先進的な取組

・国文祭・芸文祭を通じて得た経験やつながりを生かした活動の幅を広げる取組

例

イ 文化の力を生かして社会課題に向き合う取組（文化と他分野が連携した取組）

・社会包摂や共生社会を目指した取組

・商店街や中山間地域等において“にぎわい”を創出するような取組

・他分野に文化芸術を応用した取り組み

例

ウ 次世代育成に資する取組

・世代を超え、文化芸術に関わる人材の育成を目的とした取組

・文化を支える担い手の育成や継承に資する取組

・次代を担う子ども達に文化の楽しさや面白さを伝えるための取組

例

２ 補助対象事業

次の(1)～(9)の全てを満たし、県内文化の振興に寄与すると公益財団法人宮崎県芸術文化協

会（以下「協会」という。）会長が認めるものを補助対象事業とします。

⑴ 次のア、イ、ウ、エのいずれかに該当する取組であること
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エ 国文祭・芸文祭みやざき2020により生まれたつながりや成果を活かした取組



ア 補助金交付決定より前に支出した経費（ただし会場費、印刷代等やむを得ないものは除く）

イ 記念式典及び表彰式等に要する経費（賞金・トロフィー・メダル等）

ウ 練習時の報償費

エ 団体内部の出演者、従事者に対する報償費、委託料、賃金

（やむを得ず支給が必要な場合等は、必ず事前に当協会に相談すること）

オ お土産や記念品代、最低限必要と認められない食糧費（宴会費・接待費）

カ 主催団体（構成員含む）及び主催者個人の所有物に対する使用料及び賃借料

キ 積算根拠や証拠書類が不明瞭な経費

ク 備品購入経費（楽器等を含む）

ケ 対象経費のうち消費税課税対象となる費目の１０％

コ その他補助対象として適当でないと当協会会長が判断したもの

＊ 補助対象経費に当たるか判断がつかない場合は、事務局へお問い合わせください。

５ 補助対象外経費

４ 補助対象経費

事業を実施するために必要な直接的な経費で、以下の費目に該当するもの。

費　目 内　容（例）

使用料及び賃借料
公演等会場使用料、大道具・小道具賃借料、機械等リース・レンタル料
等

通信運搬費 楽器等運搬費、電話代、郵便代　等

消耗品費 小道具等制作費、インク代　等

印刷製本費 ポスター・パンフレット等印刷代、コピー代　等

賃金 当日設営・運営等アルバイトの賃金（過度に高額なものを除く）　等

報償費 演出・演奏等謝金、出演料　等

旅費 交通費、宿泊費　等　※ゲストの旅費については一度ご相談ください

委託料 照明・音響等委託料、記録撮影委託料、台本作成委託料　等

手数料 販売手数料、振込手数料、保険料　等

著作権料 著作権使用料

その他 上記のほか特に必要と認められる経費
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・領収書の宛名は採択者（団体の場合は団体名、個人の場合は個人名）とすること。



補助金は精算払いとします。ただし、やむを得ない事情がある場合は概算払いをするこ

とができます。

７ 補助金の支払方法・支払先

６ 補助金の額

補助金の額は、補助対象経費の１０/１０以内、最大５０万円とします。

＊ 補助金は「ひなたの文化活動推進事業補助金交付要綱」に基づき交付します。

⑴ 支払方法

補助金は原則として応募団体（個人の場合は当該個人）名義の口座に振り込みます。

⑵ 支払先
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２ 内容審査

１ 形式審査

⑴ 応募団体等が前記「Ⅱ１補助対象団体等」の要件を全て満たしていること

⑵ 応募団体等が前記「Ⅱ２補助対象事業」の要件を全て満たしていること

Ⅲ 審査

応募のあった書類をもとに以下の項目について審査を行い、採択事業を決定します。

必要に応じて、内容等の確認をさせていただきます。
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事業目的の妥当性

・的確な事業目的が設定されているか。また事業内容が事業目
的に見合っているかどうか。
・目標の設定に当たっては、地域の課題や団体等の現状、応募
分野を取り巻く状況等を踏まえているか

創造性・事業の魅力 ・企画内容が魅力、創造性に富んだものであるかどうか

公共性 ・広く県民に効果が還元される公共性の高いものであるか

実現可能性

・手法、内容等が明瞭で、事業目的達成のために効果的なもの
となっているか
・主催者の事業遂行能力は十分か
・実現可能な事業計画と事業内容に見合った経費の積算がされ
ているか

将来性 ・今後の継続や発展が見込まれるか

発信性 ・広く県内外に発信されるか

危機管理・

リスクマネジメント

・天災・天候不順、感染症や事故への対応について考えられて
いるかどうか
・マニュアルの作成、スタッフへの指導、来場者・参加者への
説明等、十分な対応を行う予定があるか
・必要に応じて保険の加入、消防や警察等への届け出、地域へ
の説明等を行う予定があるかどうか



２ 応募書類の提出先・提出期限

１ 応募書類

・ ひなたの文化活動推進事業企画提案書（様式第１号）

・ 事業計画書（様式第２号）

・ 収支予算書（様式第３号）

・ 団体等調書（様式第４号）※個人の場合は不要

・ 団体目的等についての誓約書（様式第５号）

・ 特別徴収実施確認・開始誓約書（様式第６号）

※個人住民税の特別徴収義務者とされている法人のみ

・ 団体の規約又は定款等の写し、役員名簿

※個人の場合は住民票や身分証明書、公共料金の領収書等、県内に所在地又は活動

の拠点があることを示すもの

・ 県税に未納がないことの証明書

※申請日から３か月以内に宮崎県が発行した納税証明書のコピーを添付してくださ

い。団体に納税義務がない場合は、団体の代表者個人のものを添付して下さい。

請求方法は以下のリンクを参照してください。

https://www.pref.miyazaki.lg.jp/zeimu/kense/shinse-todokede/0102034.html

その他、添付資料を付ける場合は、Ａ４用紙２枚までに収めて下さい

Ⅳ 応募方法

応募に必要な書類は以下のとおりです。

(1)提出先

①郵送、持込の場合

〒880-0803 宮崎市旭１丁目２番２号 宮崎県企業局２階 公益財団法人宮崎県芸術文化協会

※封筒の表に「ひなたの文化活動推進事業補助金申請書」と朱書きしてください。

②メールの場合

info@miyazakigeibun.jp

※件名に「ひなたの文化活動推進事業補助金申請書」と記載してください。

(２)提出期限 令和８年５月２９日（金）※持込の場合は１７時まで。

３ 応募に当たっての留意事項

・本補助事業に応募できる件数は１団体につき１件です。

・同一名義の団体でなくても、実質的に同一の団体であると判断される場合は、採択・補助金

交付決定が取り消される場合があります。

⑴ 応募できる件数
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＊ 実績報告等に必要な書類は交付決定等の後に別途御案内します。
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４ 応募要項や応募書類データ

当協会のホームページからダウンロードできます。

https://www.miyazakigeibun.jp/subsidy/2026/04/08/2703/

メールで送信することもできますので、必要な場合は御連絡ください。

・提出された書類は返却しませんので、必ず控えをとっておいてください。

・提出後の差し替えは原則としてできませんので、提出前に間違いがないか必ずチェック

してください。

⑷ 応募書類の提出

・応募に係る費用（印刷代、郵送代等）及び実績報告に係る費用は、全て応募者の負担に

なります。

⑸ 費用負担

⑹ 条件付き採択

・審査の結果、条件付採択となった場合、条件を満たした上で事業を実施していただく必要

があります。条件を満たせない場合は採択取消又は辞退扱いとなります。

⑺ 採択事業の公表

・採択された事業は、その内容等を当協会のホームページ、チラシ等に掲載する場合が

あります。

⑻ 事業の視察及びアンケート

・採択された事業は、事務局による事業調査（視察）を実施する場合があります。

また、事業参加者や実施団体等に対して、アンケート調査を実施する場合があります。

⑼ 採択事業であることの表記

・事業実施に際してパンフレット、SNS、メディア等での広報・発信をする場合は、

・令和８年度ひなたの文化活動推進事業（SNS等では「#ひなたの文化」）

・協力：アーツカウンシルみやざき

・後援：宮崎県

と明記してください。

＊作成済みのものや止むを得ない理由により表記できないものを除きます。
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・所定の用紙に簡潔明瞭に記載してください。

・書類は、可能な限りワープロ又はパソコンで作成してください。

・作成する際の用紙はＡ４サイズ、片面刷りとし、様式の枠は記載内容に応じて調整してく

ださい。ホッチキスや付箋は使わないでください。

⑶ 応募書類の作成

・連絡担当者の連絡先（電話、ＦＡＸ、メール）と連絡が取れない場合は、本補助事業の実

施に支障をきたすため、採択・補助金交付決定を取り消す場合があります。

⑵ 連絡担当者



１ 交付申請書の提出

Ⅴ 採択後の流れ

・ 採択された事業については、「ひなたの文化活動推進事業補助金交付申請書」ほか必要な

書類を別に指定する期日までに提出してください。

※補助金の交付決定は交付額の上限をお知らせするものです。事業完了後に提出していただ

く実績報告書の精査の結果、交付決定額が補助対象経費を上回る場合や、交付決定時の補

助率（補助対象経費に占める補助金の割合）を上回る場合は、交付する額が減額となりま

す。

２ 事業実施報告書の提出

・ 補助対象事業の完了日から３０日以内又は令和８年３月１２日のいずれか早い日までに事業

実施報告書及び必要な書類を添付して提出してください。

・ 適切な会計処理を行い、領収書等は必ず保管してください。

３ 請求書の提出

・ 補助金額の確定通知を受けた事業者は、速やかに請求書を提出してください。

（概算払いを希望する場合は個別に事務局に御相談ください。）

４ 提出書類等の保管

・ 本補助事業に関する申請書、実施報告書、領収書の原本や帳簿類は、令和１２年度まで

補助を受けた団体等で保管してください。

・ 保管書類や提出書類等は検査・調査の対象となり、場合によっては、当該補助金を返還し

ていただくことがあります。
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２ キックオフミーティングの参加

６月下旬～７月上旬

採択になった団体・個人の方を対象に、キックオフミーティングを開催し、報告書の書き方

や事業実施に当たっての注意点の説明、採択団体相互の交流ワークショップを行います。

採択になった団体・個人は必ず御参加ください。



Ⅵ Ｑ＆Ａ

Ａ１ 審査結果に基づき予算の範囲内において補助額を決定するため、交付決定時に減額とな

る場合があります。また、事業実施後の実績報告書の精査の結果、交付額が減額となる

場合があります。

Ｑ１ 採択された場合は、申請額の１００％が交付されますか。

Ｑ２ 補助対象団体等の範囲を教えてください。

Ａ２ いわゆる文化団体に限らず、「Ⅱ補助概要 １」の条件を満たす、ＮＰＯ法人、社団

（財団）、地域団体、企業も該当します。ただし、実施する事業の内容は文化を軸とす

るものであり、「Ⅱ補助概要 ２」の各要件を満たす必要があります。
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Ｑ３ 採択通知における補助金の交付予定額が採択申請の額より少ない場合、事業費や対象

経費を減額して補助金交付申請をして良いですか。

Ａ３ 交付予定額の減額に応じて事業費や減額しても構いません。

ただし、事業費や補助対象経費を交付予定額と同額にすることはできません。

また、交付申請を行った際の補助対象経費に占める補助金の割合を上回って補助金

交付申請することはできません。
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